
項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

１（１） 銃砲・銃砲弾
１（２） 爆発物・爆発物投下,発射装置
１（３） 火薬類・軍用燃料
１（４） 火薬,爆薬の安定剤
１（５） 指向性ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器
１（６） 運動ｴﾈﾙｷﾞｰ兵器・その発射体
１（７） 軍用車両・軍用仮設橋
１（８） 軍用船舶・その船体
１（９） 軍用航空機

１（１０）
防潜網・魚雷防御網・
磁気機雷掃海用の浮揚性電らん

１（１１） 装甲板・軍用ﾍﾙﾒｯﾄ・防弾衣
１（１２） 軍用探照灯・その制御装置

１（１３）
軍用細菌製剤・化学製剤・放射性製剤・これらの散布,防護,浄化,探知,
識別の装置

１（１３の２） 軍用細菌製剤,化学製剤,放射性製剤の浄化用の化学物質混合物

１（１４）
軍用化学製剤探知,識別用生体高分子・その製造用細胞株・軍用化学製剤浄
化,分解用生体触媒・その製造用ﾍﾞｸﾀｰ,ｳｲﾙｽ,細菌株

１（１５） 軍用火薬類製造設備・試験装置
１（１６） 兵器製造用装置・試験装置
１（１７） 軍用人工衛星

２(１) 1 1 核燃料物質・核原料物質 ○ 先端材料関連

２(２) 2 原子炉・原子炉用発電装置,推進装置 ○

２(３) 3 重水素・重水素化合物 ○ 先端材料関連

２(４) 4 人造黒鉛 ○

２(５) 5 核燃料,核原料物質の分離装置・再生装置・制御装置 ○

２(６) 6
ﾘﾁｳﾑ同位元素分離用装置・
核燃料物質の成型加工用装置

○

２(７) 7 ｳﾗﾝ,ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの同位元素分離用装置 ○

２(８) 8 周波数変換器 ○

２(９) 9 ﾆｯｹﾙ粉・ﾆｯｹﾙ粉を用いた多孔質金属 ○ 先端材料関連

２(１０) 10 重水素,重水素化合物の製造装置 ○

２（１０の２）
10の２
10の３

三酸化ｳﾗﾝ,六ふっ化ｳﾗﾝ,二酸化ｳﾗﾝ,四ふっ化ｳﾗﾝ,金属ｳﾗﾝ,四塩化ｳﾗﾝ,二酸
化ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ,しゅう酸ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ,過酸化ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ,三ふっ化ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ,四ふっ化ﾌﾟﾙﾄ
ﾆｳﾑ,金属ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの製造装置

○

２(１１) 11 しごきｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工機 ○

２(１２) 数値制御工作機械・測定装置 ○

１ 14 工作機械 ○

２ 17 測定装置 ○

２(１３) 18
誘導炉・ｱｰｸ炉・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ,電子ﾋﾞｰﾑを用いた溶解炉・
附属装置(制御装置・監視装置）・部分品（ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾄｰﾁ・電子ﾋﾞｰﾑ銃）

○

２(１４) 19 ｱｲｿｽﾀﾁｯｸﾌﾟﾚｽ・制御装置 ○

２(１５) ﾛﾎﾞｯﾄ・制御装置 ○

１ 20(イ) 防爆構造のもの ○

２ 20(ロ) 放射線の影響を防止するもの ○

２(１６) 21 振動試験装置 ○

２(１７) ｶﾞｽ遠心分離機のﾛｰﾀに用いられる構造材料 ○ 先端材料関連

１ 22(イ) ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ○

２ 22(ロ)
炭素繊維・ｱﾗﾐﾄﾞ繊維・ｶﾞﾗｽ繊維・炭素繊維,ｶﾞﾗｽ繊維のﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ・
炭素繊維,ｱﾗﾐﾄﾞ繊維の成型品

○

３ 22(ハ) ﾏﾙｴｰｼﾞﾝｸﾞ鋼 ○

４ 22(ニ) ﾁﾀﾝ合金 ○

２(１８) 23
ﾍﾞﾘﾘｳﾑの地金・ﾍﾞﾘﾘｳﾑのくず・ﾍﾞﾘﾘｳﾑ合金の地金・ﾍﾞﾘﾘｳﾑ合金のくず・
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ化合物・これらの半製品・一次製品

○

２(１９) 核兵器起爆用ｱﾙﾌｧ線源となる物質・その原料となる物質 ○

24（イ） ﾋﾞｽﾏｽ ○

24（ロ） ﾗｼﾞｳﾑ226 ○

２(２０) 25 ほう素１０ ○

２(２１) 核燃料物質製造用の還元剤物質・酸化剤物質 ○

26（イ） ｶﾙｼｳﾑ ○

26（ロ） 三ふっ化塩素 ○

26（ハ） ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ ○

２(２２) 27 ｱｸﾆﾁﾄﾞ耐食性のるつぼ ○

２(２３) 28
ﾊﾌﾆｳﾑの地金・ﾊﾌﾆｳﾑのくず・ﾊﾌﾆｳﾑ合金の地金・ﾊﾌﾆｳﾑ合金のくず・
ﾊﾌﾆｳﾑ化合物・これらの半製品・一次製品

○
先端材料関連

２(２４) 29
ﾘﾁｳﾑの地金・ﾘﾁｳﾑのくず・ﾘﾁｳﾑ合金の地金・ﾘﾁｳﾑ合金のくず・
ﾘﾁｳﾑ化合物・ﾘﾁｳﾑ混合物・これらの半製品・一次製品

○

２(２５) 30 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ炭化物・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金の一次製品 ○

２(２６) 31
ｼﾞﾙｺﾆｳﾑの地金・ｼﾞﾙｺﾆｳﾑのくず・ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ合金の地金・ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ合金のくず・
ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ化合物・これらの半製品・一次製品

○

２(２７) 32 ふっ素製造用の電解槽 ○

２(２８) 33 ｶﾞｽ遠心分離機のﾛｰﾀの製造用装置・組立用装置 ○

２(２９) 34 遠心力式釣合い試験機 ○

２(３０) 35 ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ装置・制御装置・部分品（ﾏﾝﾄﾞﾚﾙ） ○ 先端材料関連

２(３１) 36 ｶﾞｽﾚｰｻﾞｰ発振器・固体ﾚｰｻﾞｰ発振器・色素ﾚｰｻﾞｰ発振器 ○

２(３２) 37 質量分析計・ｲｵﾝ源 ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

六ふっ化ｳﾗﾝ耐食性の圧力計・ﾍﾞﾛｰｽﾞ弁 ○

38(イ) 圧力計 ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

38(ロ) ﾍﾞﾛｰｽﾞ弁 ○

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

01 １の項．武　器

02 ２の項．原子力

２(３３)
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項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

２(３４) 39 ｿﾚﾉｲﾄﾞｺｲﾙ形の超電導電磁石 ○

２(３５) 40 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ ○

２(３５の２) 40の2 ｽｸﾛｰﾙ型圧縮機・ｽｸﾛｰﾙ型真空ﾎﾟﾝﾌﾟ ○

２(３６) 41 電圧,電流の変動が少ない直流電源装置 ○

２(３７) 42 電子加速器・ﾌﾗｯｼｭ放電型のｴｯｸｽ線装置 ○

２(３８) 43 発射体を用いる衝撃試験機 ○

２(３９) 44 高速度の撮影が可能なｶﾒﾗ ○

２(４０) 45
流体の速度を測定するための干渉計・圧力測定器・水晶圧電型圧力ｾﾝｻを用
いた圧力変換器

○
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

２(４１) 核兵器の起爆・試験に用いられる貨物 ○

１ 46 3個以上の電極を有する冷陰極管 ○

２ 47 ﾄﾘｶﾞｰ火花間げき ○

３ 48 高速度で大電流用のｽｲｯﾁﾝｸﾞ組立品 ○

４ 49 ﾊﾟﾙｽ用ｺﾝﾃﾞﾝｻ ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

５ 50(イ),(ロ) ﾊﾟﾙｽ発生器・ﾊﾟﾙｽﾍｯﾄﾞ ○

６ 50(イ) ｷｾﾉﾝせん光ﾗﾝﾌﾟの発光装置 ○

7 51 雷管の部分品 ○

２(４２) 52 陽極ﾊﾟﾙｽ立上がり時間が短い光電子増倍管 ○

２(４３) 53 静電加速型の中性子発生装置 ○

２(４４) 54 遠隔操作ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ- ○

２(４５) 55 放射線遮へい窓・その窓枠 ○

２(４６) 56 耐放射線ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ・ﾚﾝｽﾞ ○

２(４７) 57 ﾄﾘﾁｳﾑ・ﾄﾘﾁｳﾑ化合物・ﾄﾘﾁｳﾑ混合物 ○ 先端材料関連

２(４８) 58 ﾄﾘﾁｳﾑの製造,回収,貯蔵用の装置 ○

２(４９) 59 水からのﾄﾘﾁｳﾑ回収用,重水製造用の白金を用いた触媒 ○

２(５０) 60 ﾍﾘｳﾑ3 ○

２(５１) 61 ﾚﾆｳﾑ・ﾚﾆｳﾑ合金・ﾚﾆｳﾑﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金の一次製品 ○

２(５２) 62 防爆構造の容器 ○

３の項．化学兵器

３(１) 2 1 1,2,3 軍用化学製剤原料・同等の毒性を有する物質・同等の毒性を有する物質原料 ○ 化学製剤原料関連

３(２) 2 2 化学製剤用製造装置 ○

１ 1 反応器 ○

２ 2 貯蔵容器 ○

３ 3
熱交換器・凝縮器・
部分品（ﾁｭｰﾌﾞ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ｺｲﾙ・ﾌﾞﾛｯｸ）

○

４ 4
蒸留塔・吸収塔・
部分品（液体分配器・蒸気分配器・液体収集器）

○

５ 5 充てん用の機械 ○

６ 6 かくはん機・部分品（ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ｼｬﾌﾄ） ○

７ 7 弁・部分品（ｹｰｼﾝｸﾞ・ｹｰｼﾝｸﾞﾗｲﾅｰ） ○

８ 8 多重管 ○

９ 9 ポンプ・部分品（ｹｰｼﾝｸﾞ・ｹｰｼﾝｸﾞﾗｲﾅｰ・ｲﾝﾍﾟﾗｰ・ﾛｰﾀｰ・ジェットﾎﾟﾝﾌﾟﾉｽﾞﾙ） ○

１０ 10 焼却装置 ○

１１ 11,12 空気中の物質を検知する装置・部分品（検出器・ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ・ｾﾝｻｰカートﾘｯ ○

３（３） 2 3 1,2 3(2)1の反応器,3(2)2の貯蔵容器の修理用組立品,部分品 ○

３の２項．生物兵器

３の２(１)
2条
の2

1 1,2,3,4,5,6
軍用細菌製剤原料の生物・毒素・そのｻﾌﾞﾕﾆｯﾄ・遺伝子

○

３の２(２) 2 軍用の細菌製剤の開発,製造,散布装置 ○

１ 1 物理的封じ込めに用いられる装置 ○

２ 2 発酵槽・部分品（培養容器・制御装置） ○

３ 3 遠心分離機 ○

４ 4,4の2 ｸﾛｽﾌﾛｰろ過用の装置・部分品（専用設計品） ○

５ 5 凍結乾燥器 ○

５の２ 5の2 噴霧乾燥器 ○

６ 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 ○

７ 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 ○

８ 8 噴霧器・煙霧器・部分品(ｽﾌﾟﾚｰﾌﾞｰﾑ・ﾉｽﾞﾙ・ｴｱｿﾞｰﾙ発生装置) ○

９ 9 核酸の合成装置・核酸と核酸の結合装置 ○

先端材料関連

03
の2

03
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項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

４(１) 3 1 ﾛｹｯﾄ・ﾛｹｯﾄ製造装置・工具・試験装置 ○

４(１の２）
1の2
1の3

無人航空機・無人航空機製造装置・工具・試験装置
○

４(２) 2
多段ﾛｹｯﾄの各段・再突入機・誘導装置・推力方向制御装置・
これらの製造装置・工具・試験装置

○

４(３) 2,3,4
推進装置・ﾓｰﾀｰｹｰｽのﾗｲﾆﾝｸﾞ・断熱材・多段ﾛｹｯﾄの切離し装置・段間継手・
これらの製造用装置・工具・試験装置

○

４(４) 5 しごきｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工機 ○

４(５) 6 推進薬制御装置用ｻｰﾎﾞ弁・ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ ○

４(５の2) 6の2 推進薬制御装置用ﾎﾟﾝﾌﾟに使用可能な軸受 ○

４(６) 7 推進薬・その原料となる物質 ○ 先端材料関連

４(７) 8 ４の(６)の製造装置・工具・試験装置 ○

４(８) 9,9の2 バッチ式・連続式混合機 ○

４(９) 10,10の2 ｼﾞｪｯﾄﾐﾙ・粉末状の金属の製造装置 ○

４(１０) 11 複合材料,繊維,ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ,ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑの製造装置 ○

４(１１) 12 ﾉｽﾞﾙ ○

４(１２) 13 ﾛｹｯﾄ推進装置のﾉｽﾞﾙ,再突入機先端部の製造装置・制御装置 ○

４(１３) 14 ｱｲｿｽﾀﾁｯｸﾌﾟﾚｽ・制御装置 ○

４(１４) 15 炭素密度増加炉・制御装置 ○ 先端材料関連

４(１５) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料 ○

１ 16（イ） 繊維強化複合材料又はその成型品 ○

16（ロ） 炭素及び炭素繊維強化複合材料及びその成型品 ○

16（二） ｾﾗﾐｯｸ複合材料 ○

16（ホ） 炭化けい素強化未焼成ｾﾗﾐｯｸ ○

16（ヘ） 超高温ｾﾗﾐｯｸ複合材料 ○

２ 16（ハ） 人造黒鉛 ○

３ 16（ト） ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ又はこれらの合金からなる粉又は粉を固めたもの ○

４ 16（チ） ﾏﾙｴｰｼﾞﾝｸﾞ鋼 ○

５ 16（リ） ﾁﾀﾝ安定化ｵｰｽﾃﾅｲﾄ・ﾌｪﾗｲﾄ・ﾌｪﾗｲﾄ系ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ○

４(１６)
17

17の2
17の3

ﾛｹｯﾄ,無人航空機に使用できる装置（加速度計・ｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟ・航法装置・磁気方
位ｾﾝｻｰ）・航法システム・これらの製造用装置・工具・試験装置・校正装置・
心合わせ装置

○

４(１７)
18

18の2
18の3

ﾛｹｯﾄ,無人航空機用飛行制御装置・姿勢制御装置・試験装置・校正装置・心合
わせ装置 ○

４(１８) 19 ｱﾋﾞｵﾆｸｽ装置 ○

４(１８の２) 19の2 ﾛｹｯﾄ,無人航空機に使用することができる熱電池 ○

20 航空機搭載用の重力計・船舶搭載用の重力計 ○

20の2 航空機搭載用の重力勾配計・船舶搭載用の重力勾配計 ○

４(２０) 21 ﾛｹｯﾄ,無人航空機の発射台・地上支援装置 ○

４(２１)
22

22の2
無線遠隔測定装置・無線遠隔制御装置・
追跡装置

○

４(２２) 23 ﾛｹｯﾄ搭載用の電子計算機 ○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

４(２３) 24 ﾛｹｯﾄ,無人航空機に搭載できるＡ／Ｄ変換器 ○

４(２４) 25
振動試験装置・空気力学試験装置・燃焼試験装置・
環境試験装置・電子加速器・電子加速器を用いた装置

○

４（２４の２) 25の2 ﾛｹｯﾄ設計用の電子計算機 ○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

４(２５) 26 電波,音波,光減少用材料・装置・試験装置 ○ 先端材料関連

４(２６) 27 ﾛｹｯﾄ,無人航空機に搭載できる集積回路・探知装置・ﾚｰﾄﾞｰﾑ ○

５の項．先端材料
５(１) 4 1 ふっ素化合物の製品 ○ 先端材料関連

５(２) 削除 ○

５(３) 3 芳香族ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞの製品 ○ 先端材料関連

５(４) 6 ﾁﾀﾝ,ｱﾙﾐﾆｳﾑ,これら合金の超塑性成形,拡散接合工具 ○

５(５) 5,7
ﾆｯｹﾙ合金・ﾁﾀﾝ合金・ﾆｵﾌﾞ合金・ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ合金・
これらの粉・これらの製造装置

○

５(６) 8 金属性磁性材料 ○

５(７) 9 ｳﾗﾝﾁﾀﾝ合金・ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ合金 ○

５(８) 10 超電導材料 ○

５(９) 削除 ○

５(１０) 11 潤滑剤として使用することができる材料 ○ 先端材料関連

５(１１) 11 振動防止用液体 ○

５(１２) 11 冷媒用の液体 ○

５(１３) 12 ﾁﾀﾝのほう化物を用いて製造したｾﾗﾐｯｸ粉末 ○

５(１４) 12 ｾﾗﾐｯｸの複合材料 ○

５(１５) 12 ﾎﾟﾘｼﾞｵﾙｶﾞﾉｼﾗﾝ・ﾎﾟﾘｼﾗｻﾞﾝ・ﾎﾟﾘｶﾙﾎﾞｼﾗｻﾞﾝ ○

５(１６) 13
ﾋﾞｽﾏﾚｲﾐﾄﾞ・芳香族ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｲﾐﾄﾞ・芳香族ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・芳香族ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｲﾐﾄﾞ・ﾎﾟﾘｱﾘｰﾚ
ﾝｹﾄﾝ・ﾎﾟﾘｱﾘｰﾚﾝｽﾙﾌｨﾄﾞ・ﾎﾟﾘﾋﾞﾌｪﾆﾚﾝｴｰﾃﾙｽﾙﾎﾝ

○

５(１７) 14 ふっ化ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ・ふっ化ﾎｽﾌｧｾﾞﾝ ○

５(１８) 2,4,15
有機繊維･炭素繊維・無機繊維,(16)の繊維,ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｸﾞ,ﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ,
成型品,これらの製造装置

○

５(１９) 16
ほう素･その混合物・ほう素合金・その混合物･硝酸ｸﾞｱﾆｼﾞﾝ･ﾆﾄﾛｸﾞｱﾆｼﾞﾝ･
五ふっ化よう素

○

４の項．ミサイル04

４(１９)

05

3



項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

６の項．材料加工
６(１) 5 1 軸受 ○

６(２) 2,3,4 数値制御工作機械 ○

６(３) 5 歯車製造用工作機械 ○

６(４) 6 ｱｲｿｽﾀﾁｯｸﾌﾟﾚｽ ○

６(５) 7 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ装置 ○

６(６) 8 測定装置 ○

６(７) 9 ﾛﾎﾞｯﾄ・制御装置 ○

６(８) 10 ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ装置・複合回転ﾃｰﾌﾞﾙ・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ ○

６(９) 11 絞りｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ加工機 ○

６(10) 12 金属,合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置 ○

７の項．エレクトロニクス
７(１) 6 1 集積回路 ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

７(２) 2,15 ﾏｲｸﾛ波用機器,ﾐﾘ波用機器の部分品・ﾏｲｸﾛ波用試験受信機 ○

７(３) 3 弾性波又は音響光学効果を利用する信号処理装置 ○

７(４) 4 超電導材料を用いた装置 ○

７(５) 7 超電導電磁石 ○

７(６) 5,7の2 一次ｾﾙ・二次ｾﾙ・太陽電池ｾﾙ ○

７(７) 6 高電圧用ｺﾝﾃﾞﾝｻ ○

７(８) 8 ｴﾝｺｰﾀﾞ・部分品(ﾘﾝｸﾞ・ﾃﾞｨｽｸ・ｽｹｰﾙ) ○

７(８の２) 8の2 ﾊﾟﾙｽ出力切換えｻｲﾘｽﾀｰﾃﾞﾊﾞｲｽ・ｻｲﾘｽﾀ-ﾓｼﾞｭｰﾙ ○

７(８の３) 8の3 電力の制御用又は電気信号の整流を行う半導体素子・半導体ﾓｼﾞｭｰﾙ ○

７(８の４) 8の4 電気光学効果を利用する光変調器 ○

７(９) 9 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ ○

７(１０) 10 ｱﾅﾛｸﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ変換器 ○

７(１１) 11 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式の記録装置 ○

７(１２) 13 信号発生器 ○

７(１３) 12 周波数分析器 ○

７(１４) 14 ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞｰ ○

７(１５) 16 原子周波数標準器 ○

７(１５の２) 16の2 ｽﾌﾟﾚｰ冷却方式の熱制御装置 ○

７(１５の３) 16の3 極低温用の冷却装置・その部分品(二段式のﾊﾟﾙｽﾁｭｰﾌﾞ冷凍機) ○

17 半導体製造装置・試験装置 ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

17の2
半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微
鏡・極低温ｳｴﾊｰﾌﾟﾛｰﾊﾞ装置

○

７(１７) 17の3 ﾏｽｸ・ﾚﾁｸﾙ・ｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾘｿｸﾞﾗｨﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ・EUVﾏｽｸ・EUVﾚﾁｸﾙ・EUVﾍﾟﾘｸﾙ ○

７(１７の２) 17の4 ﾏｽｸの製造に用いられる基材 ○

18 半導体基板 ○

18の2 ｼﾘｺﾝ,ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑの同位体不純物を含むるｴﾋﾟﾀｷｼｬﾙ材料基板 ○

７(１９) 19 ﾚｼﾞｽﾄ ○

７(２０) 20 ｱﾙﾐﾆｳﾑ,ｶﾞﾘｳﾑ,ｲﾝｼﾞｳﾑの有機金属化合物・燐,砒素,ｱﾝﾁﾓﾝの有機化合物 ○

７(２１) 21 燐、砒素,ｱﾝﾁﾓﾝの水素化物 ○

７(２２) 22,24
炭化けい素,窒化ｶﾞﾘｳﾑ,窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑ,窒化ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾞﾘｳﾑ,三酸化二ｶﾞﾘｳﾑ,
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの基板・ｲﾝｺﾞｯﾄ・ﾌﾞｰﾙ・その他のﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ

○

７(２３) 23,24 多結晶基板・多結晶ｾﾗﾐｯｸ基板 ○

７(２４) 25 ｼﾘｺﾝ,ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑの同位体不純物を含むふっ化物,水素化物又は塩化物 ○

７(２５) 26
ｼﾘｺﾝ,ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑの同位体不純物を含む酸化物・これらの基板,ｲﾝｺﾞｯﾄ,ﾌﾞｰﾙその
他のﾌﾟﾘﾌｫｰﾑ

○

７(１６)

06

07

７(１８)
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項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

８の項．コンピュータ
８ 7 1,3,4,5,6,7 電子計算機・附属装置 ○ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

９の項．通 信 関 連
９(１) 8 1,2 伝送通信装置 ○ 通信･情報ｾｷｭﾘﾃｨ

９(２) 1 電子式交換装置 ○

９(３) 1,4 通信用光ﾌｧｲﾊﾞｰ ○

９(４) 削除 ○

９(５) 1,5 ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚｰｱﾝﾃﾅ ○ 通信･情報ｾｷｭﾘﾃｨ

９(５の２) 1,5の2 監視用方向探知機 ○

９(５の３) 1,5の3 無線通信傍受装置・通信妨害装置・これらの作動を監視する装置 ○

９(５の４) 1,5の4 電波その他の電磁波を発信せず位置を探知できる装置 ○

９(５の５) 1,5の5 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる通信内容監視装置 ○

９(６) 6,7,8の2 (１)から(３)､(５)から(５の５)の貨物の設計装置・製造装置・測定装置・試験装置 ○

９(７) 9,11 暗号装置 ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

９(８) 10(ロ) 情報ｼｽﾃﾑのｾｷｭﾘﾃｨ管理装置（暗号装置以外） ○

９(９) 削除 ○

９(１０) 10(イ) 盗聴検知機能を有する通信ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ ○ 通信･情報ｾｷｭﾘﾃｨ

９(１１) 12 (7) ,(8)若しくは(10)の貨物の設計装置・製造装置・測定装置 ○

10の項．センサー・レーザ－
１０(１) 9 1,2 音波利用水中探知装置・船舶用の位置決定装置・船舶用の対地速力の測定装 ○ 音響ｾﾝｻｰ･ﾚｰﾀﾞｰ

１０(２)
3,4,5,6,
7の2

光検出器・その冷却器・光検出器を用いた装置
○

１０(３) 7 ｾﾝｻｰ用光ﾌｧｲﾊﾞｰ ○

１０(４) 8 ｶﾒﾗ ○

１０(５) 9 反射鏡 ○

１０(６) 9 光学部品 ○

１０(７) 9,9の3 光学器械,光学部品の制御装置 ○

１０（７の２） 9の2 非球面光学素子 ○

１０(８) 10 ﾚｰｻﾞｰ発振器・試験装置 ○

１０(８の２） 10の2 ﾚｰｻﾞｰ光を利用して音声を探知する装置 ○

１０(９) 11 磁力計・水中電場ｾﾝｻｰ・磁場勾配計・これらの校正装置 ○

１０(９の２) 11の2 水中で磁場又は電場を検知する装置 ○

１０(１０) 12 重力計・重力勾配計 ○

１０(１１) 13 ﾚｰﾀﾞｰ ○ 音響ｾﾝｻｰ･ﾚｰﾀﾞｰ

１０（１１の２） 13の2 光ｾﾝｻｰ製造用のﾏｽｸ,ﾚﾁｸﾙ ○ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

１０(１２) 14 光反射率測定装置・ﾚﾝｽﾞ，反射鏡の表面形状の測定装置 ○

１０(１３) 15 重力計製造装置,校正装置 ○

１０(１４) 16
光検出器,光学部品の材料物質・
ﾚｰｻﾞｰ発振器用の結晶

○

１１の項．航法関連
１１(１) 10 1 加速度計 ○

１１(２) 2 ｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟ ○

１１(３) 3 慣性航法装置,その他の慣性力を利用する装置 ○

１１(４) 4,5,6 ｼﾞｬｲﾛ天測航法装置・位置,針路測定装置・電波受信装置・航空機用の高度計 ○

１１(４の２) 7 水中ｿﾅｰ航法装置 ○

１１(５) 8,9
（１）から（４の２）までに掲げるものの試験装置・校正装置・心合わせ装置・製造
用の装置

○

１２の項．海 洋 関 連
１２(１) 11 1,1の2,2,3 潜水艇 ○

１２(２) 4,7,9,10 船舶の部分品,附属装置 ○

１２(３) 2 水中物体回収装置 ○

１２(４) 5 水中用の照明装置 ○

１２(５) 6 水中用ﾛﾎﾞｯﾄ ○

１２(６) 8 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 ○

１２(７) 11 回流水槽 ○

１２(８) 12 浮力材 ○

１２(９) 13 自給式潜水用具 ○

１２(１０) 14 音波を利用して人の水中活動の妨害装置 ○

１３の項．推進装置
１３(１) 12 1,2,3 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｴﾝｼﾞﾝ ○

１３(２) 4,4の2,10 人工衛星・その他の宇宙開発用の飛しょう体 ○

１３(２の２) 4の3 人工衛星等の制御,監視用の地上に設置される装置 ○

１３(３) 5～10  ﾛｹｯﾄ推進装置 ○

１３(４) 10の2  無人航空機 ○

１３(５) 11～20
（１）から（４）まで若しくは１５（１０）に掲げるものの試験装置・測定装置・検査装
置・製造装置・工具

○

12

13

11

09

08

10

5



項目別対比表・パラメータシートに掲載されている関係法令早見表（貨物）

※附属品や部分品については、基本的に、親貨物の規制項番よりその附属品や部分品も規制されるかご確認ください。
　 ○：掲載項番

項目別
条 項 号 対比表

2025.05.28施行対応

パラメータシート関係省令別１項番 規制貨物

１４の項．その他
１４(１) 13 1 1,2  粉末状の金属燃料 ○ 先端材料関連

１４(２) 2 1,2  火薬,爆薬の主成分・添加剤・前駆物質 ○

１４(３) 3  非磁性材料を用いたﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ ○

１４(４) 政令：削除　省令：削る ○

１４(５) 4 1,2,3  自給式潜水用具 ○

１４(６)  航空機輸送可能な土木機械 ○

１４(７) 5 1,2 ﾛﾎﾞｯﾄ・制御装置 ○

１４(８) 政令：削除　省令：削る ○

１４(９) 6 1～9  催涙剤・くしゃみ剤・これら散布,防護,探知,識別装置 ○

１４(１０) 7 1,2 簡易爆破装置の除去,その他の処理装置 ○

１４(１１) 8 爆発物探知識別装置 ○

１５(１) 14 1 無機繊維,5(16)を使用した成形品 ○ 先端材料関連

１５(２) 2  電波若しくは赤外線の吸収材・導電性高分子 ○

１５(３) 3  核熱源物質 ○

１５(４) 5 チャネルの数が1000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置 ○
通信･情報ｾｷｭﾘﾃｨ

１５(４の２) 5の2 簡易爆発装置の爆発又は爆発防止のために設計した無線送信装置 ○

１５(５) 6  水中探知装置 ○ 音響ｾﾝｻｰ･ﾚｰﾀﾞｰ

１５(６) 7  宇宙用光検出器 ○

１５(７) 8 ﾚｰﾀﾞｰ ○ 音響ｾﾝｻｰ･ﾚｰﾀﾞｰ

１５(８) 9  潜水艇 ○

１５(９) 10  船舶に使用できる防音装置 ○

１５(１０) 11  ﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ・ｽｸﾗﾑｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ・複合ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ ○
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１６
関税定率法（明治４３年法律第５４号）別表第25類から第40類まで、第54類から
第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物（1か
ら15までの項の中欄に掲げるものを除く。）

○

２１の３の項 麻薬及び向精神薬原料関連 輸出貿易管理令

３５の項 ｵｿﾞﾝ層を破壊する物質関連 別表第２関連

３５の３の項
ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ条約で定める有害な化学物質及び駆除剤、販売禁止農薬、特定毒
物、労安法製造等禁止有害物、化審法第一種特定化学物質関連

３５の４の項（１） 水俣条約で規定する特定の水銀

別２ 別２
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15 １５の項．機微品目

補完項目
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